
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部保持部材上に装着することにより径方向に膨張された形状で保持された外部弾性状ス
リーブを有してなる、長い基材を包囲するためのアレンジメントであって、保持部材は、
一般にチューブ状部材を含んでなり、該チューブ状部材は、その

径方向に力を加える 部弾性状スリーブの回復力の作用に
よって 基材周囲に潰れ レンジメン
ト。
【請求項２】
径方向の力は、スリットの一方の縁部を他方の下へ滑り込ませ、これにより保持部材をそ
れ自体の上にカールさせる請求項１に記載のアレンジメント。
【請求項３】
保持部材の長さ方向スリットは、保持部材全長にわたって、好ましくは実質的に保持部材
の軸に沿って延びている請求項１または２に記載のアレンジメント。
【請求項４】
保持部材の長さ方向スリットは、保持部材の壁を完全に横切って径方向に延びている請求
項１～３のいずれかに記載のアレンジメント。
【請求項５】
保持部材は少なくとも２つのスリットを有する請求項１～４のいずれかに記載のアレンジ
メント。

10

20

JP 3881033 B2 2007.2.14

長手方向に延びるスリッ
トを有し、チューブ状部材の と外

スリットによって保持部材は周方向に小さくなり、 るア



【請求項６】
保持部材は、３つのスリットを有し、その少なくとも１つは、保持部材の壁を部分的にの
み横切って延び、保持部材の潰れ、好ましくはカールを可能にするヒンジとして作用する
請求項５に記載のアレンジメント。
【請求項７】
２つのスリットは保持部材の壁を部分的にのみ横切って延び、第３のスリットは、それを
一時的に固定する可撓性部材によりブリッジされている請求項６に記載のアレンジメント
。
【請求項８】
保持部材の少なくとも１つのスリットに インサートが供給されており、インサ
ートは、スリットの一方の縁部に固定され、他方の縁部に重なっている請求項１～７のい
ずれかに記載のアレンジメント
【請求項９】
スリットの縁部は、好ましくは保持部材の半径に対して傾斜した角度で、接している請求
項１～７のいずれかに記載のアレンジメント。
【請求項１０】
弾性状スリーブの末端は、スリーブ上に折り返されている請求項１～９のいずれかに記載
のアレンジメント。
【請求項１１】
保持部材を潰した後にスリーブ末端を展開するのを容易にするために、スリーブの各折り
返し部に摩擦減少手段を有する請求項１０に記載のアレンジメント。
【請求項１２】
弾性状スリーブは、回転式スリーブであり、摩擦減少手段はその中に封入された潤滑剤で
ある請求項１１に記載のアレンジメント。
【請求項１３】
摩擦減少手段は 少なくとも１つのＯ－リングを含
んでなる請求項１１に記載のアレンジメント。
【請求項１４】
摩擦減少手段は、スリーブの各折り返し部分の下に配置されたインサートであり、インサ
ートは、スリーブ末端を基材に向けるようにテーパ付けされている請求項１１に記載のア
レンジメント。
【請求項１５】
弾性状スリーブは、長さ方向に並べられた少なくとも２つ、好ましくは３つの保持部材上
に保持され、保持部材の少なくとも１つは上記保持部材である請求項１～１４のいずれか
に記載のアレンジメント。
【請求項１６】
３つの保持部材を有し、その内の中間保持部材は上記保持部材であり、長さ方向外側の各
保持部材は環状リングからなる請求項１５に記載のアレンジメント。
【請求項１７】
保持部材上に装着された 維持手段を含み、
維持手段の除去により保持部材の潰れを生じさせる請求項１～１６のいずれかに記載のア
レンジメント。
【請求項１８】

【請求項１９】

【請求項２０】
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ｈ字形状の

スリーブの折り返し部内側に配置された

、スリットによる早期の潰れを防止するための

維持手段は、所定位置にある時はインサートの形状を変化させて保持部材の潰れを実質的
に防止する除去可能な付加的部材を有する、請求項８に従属した場合の請求項１７に記載
のアレンジメント。

弾性状スリーブと保持部材との間に摩擦減少層を含む請求項１～１８のいずれかに記載の
アレンジメント。



【請求項２１】

【請求項２２】

【請求項２３】

【請求項２４】

【請求項２５】

【請求項２６】

【請求項２７】

【発明の詳細な説明】
本発明は、長い基材を包囲するためのアレンジメントおよび方法に関する。基材は、ケー
ブル、例えば電力用または通信用ケーブル、特にケーブル接合部であってよい。ケーブル
接合部は、２つまたはそれより多いケーブルの接続、ケーブルの終端、例えば、スイッチ
ギアや変圧器のような電気機器に接続された終端ラグまたはブッシングへのケーブルの終
端を含んでいてよい。終端は、アダプタ、例えばエルボを含んでいてよい。
以下、２本の電力ケーブル間のインライン接続を参照して本発明を説明するが、これは例
示であって、限定するためではないことは理解されるべきである。
２本の電力ケーブル間の接続は、ケーブルの一方または両方がポリマーまたは紙絶縁ケー
ブルであるかにかかわらず、電気絶縁層を含む外部保護アレンジメント内に封入される必
要がある。熱収縮技術は、この目的のためにレイケム社や他の会社から販売される製品を
用いて長年の間採用されてきた。しかしながら、熱を必要としない技術も採用されている
。プッシュオンスリーブおよびエルボが入手できるが、熱収縮性製品とは異なり、厳格な
範囲規格を持ち、従って大量の在庫を必要とする。他のいわゆる冷間適用手段は、径方向
に膨張され、包囲すべきケーブル接続部の最大外径よりも大きい内径を有する剛直な保持
部材上に装着されるチューブ状エラストマースリーブを必要とする。後者の一例は、ＵＳ
－Ａ－３５１５７９８に例示されているような、３Ｍから販売されているＰＳＴスリーブ
である。そのようなスリーブは、強靭で柔軟性のある材料の連続した細いストリップから
なる。接続された隣接コイルを有する剛直な閉鎖へリックス形状の内部保持部材を有して
いる。保持部材は、ケーブル接続部の上に装着され、次いでヘリックスストリップが解か
れると、延伸されていた絶縁弾性カバーは接続部上へ収縮する。しかし、特に塹壕やマン
ホールの狭い空間で作業をしなければならない場合、伸びたケーブルの周囲で保持ストリ
ップを螺旋状に解かなければならないことは、不便である。冷間適用アレンジメントの別
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少なくとも２つの弾性状スリーブが保持部材により保持されている請求項１～１９のいず
れかに記載のアレンジメント。

該スリーブは相互に重なり合っている請求項２０に記載のアレンジメント。

基材との電気的接続を形成するために弾性状部材と保持部材との間に配置された可撓性導
電性部材を含む請求項１～２１のいずれかに記載のアレンジメント。

ケーブル接続部用、好ましくは電力または通信ケーブル用包囲体を含む請求項１～２２の
いずれかに記載のアレンジメント。

非対称ケーブル接続部を包囲するのに適しており、アレンジメントは、保持部材が潰れた
時に長さに沿って実質的に均一な半径寸法を有するのが確実となるように、電気接続部に
隣接して、保持部材の内部に配置されていてよい保持部材を支えるための支持部材を有す
る請求項１～２３のいずれかに記載のアレンジメント。

請求項１～２４のいずれかに記載されたアレンジメントにより包囲された、好ましくはケ
ーブル接続部または終端である、基材。

長い基材を包囲する方法であって、径方向に膨張された形態の外部弾性状スリーブを保持
し、長さ方向に延びるスリットを有する一般にチューブ状の部材を含んでなる内部保持部
材を基材上に配置し、保持部材の径方向に力を加えて、スリットによって保持部材を周囲
方向に縮小させ、外部弾性状スリーブの回復力の作用によって基材周囲に保持部材を潰す
ことを含む方法。

アレンジメントは請求項１～２４のいずれかに記載のアレンジメントである請求項２６に
記載の方法。



の例は、ＵＳ－Ａ－３８２４３３１に開示されている。その例では、弾力性チューブ状カ
バーは容易に除去できるワンピース外部支持部材により、延伸状態に支持され、カバーの
各端部は、支持部材の外側面上に折り返されている。カバーおよび支持部材は、Ｉ－ビー
ム形状の分割用ストリップにより増大した直径の状態で保持される長手方向にスリットさ
れたチューブ形の内部スリーブ上に装着される。ケーブル接続部上に配置した時、スリッ
トから長手方向に分割用ストリップを除去することにより、内部チューブが収縮し、次い
で、カバーから自由に抜き去ることができる。その後、カバー端部を、隣接するケーブル
部分上に展開し、外部支持部材を取り除く。このようなアレンジメントは、取り除かなけ
ればならない内部および外部保持部材を必要とすることが分かる。
ＥＰ－Ｂ－０５３０９５２は、弾性チューブが延伸状態で内部支持コア上に保持されてい
るカバーアッセンブリを開示している。コアは、チューブにより加えられる力を超える力
が加えられると、コアが破壊されて弾性チューブが基材上に収縮するような脆さである。
崩壊したコアの破片は、チューブ内に残るので、チューブへの適合を促進するためには、
できるだけ小さくなくてはならない。
本発明の目的は、既知のアレンジメントの不利益を解消し、基材の包囲を容易にし、別の
有用な機能を与えることができる、長い基材を包囲するためのアレンジメントおよび方法
を提供することである。
すなわち、本発明の１つの要旨によれば、内部保持部材上に装着することにより径方向に
膨張された形状で保持された外部弾性状スリーブを有してなる、長い基材を包囲するため
のアレンジメントであって、保持部材は、一般にチューブ状部材を含んでなり、該チュー
ブ状部材は、その径方向に力を加えると保持部材は周方向に小さくなり、外部弾性状スリ
ーブの回復力の作用によって基材周囲に潰れるように、その長手方向に延びるスリットを
有するアレンジメントが提供される。
既知のアレンジメントとは対照的に、本発明の包囲アレンジメントは、保持部材が廃棄さ
れるようなものではなく、保持部材は基材周囲に、一体状態で残る。このようにすると、
保持部材の剛直性は、基材に機械的保護を与えるように選択することができる。さらに、
必要なら、保持部材の電気的特性を適切に選択することにより、保持部材は電気的機能を
発揮し得る。
通常、基材は、その長手寸法が横方向寸法を超えているなら、長いと見なされるが、かな
らずしもそうでなくてよい。
基材周りへ潰れる際、保持部材と基材との間で接触が形成されるか否かは、基材の寸法お
よび保持部材の剛直性に依存する。ある用途では、そのような接触が形成されるように設
計するのが好ましい。
好ましくは、径方向の力は、スリットの一方の縁部を他方の縁部の下に滑り込ませ、それ
により保持部材をそれ自体の上にカールさせる。
従って本発明のアレンジメントは、広い範囲の寸法に適合できる、すなわち、広い範囲の
横方向寸法（通常、直径）の基材に使用することができる。
保持部材は、円筒状で、特に直円筒状あってよいが、多角形断面を有していてもよい。
好ましくは、保持部材の長手方向スリットは、その全長にわたって延びており、好ましく
は、実質的に軸に沿って延びている。また、スリットは、保持部材の壁を完全に横切って
径方向に延びている。あるいは、スリットは、保持部材の脆弱線であってよく、脆弱線は
、アレンジメントを潰す必要がある、例えば基材に適合させる必要がある時に、破壊また
は解放される。
保持部材は、基材周囲に潰される、好ましくはカールされるように、２またはそれより多
いスリットを有していてもよく、１またはそれより多いスリットはヒンジとして機能して
よい。１つの形態において、部材は３つのスリットを有し、その内の１つは、部材の１つ
の縁部が他の縁部の下へカールできるように分断されるように配置されていてよい。分断
されるように配置されたスリットは、別の態様では、最初から完全に分断されてよく、可
撓性材料のブリッジ部材、例えば接着テープにより、一時的に一体に保たれていてよい。
潰れを生じさせるように配置されたスリットに、インサートを供給してよく、保持部材の
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ヒンジ作用に対抗するように、インサートは、スリットの縁部の一方に固定され、他方の
縁部、好ましくは第１の縁部を反らせるように配置されて、保持部材の潰れを生じさせる
。
保持部材の潰れは、保持部材の半径から傾斜した角度で配置されているスリットにより促
進することができる。
好ましい形態において、保持部材の早期の潰れを実質的に防止するために、好ましくは安
全機構が含まれる。従って、ある場合には、例えば貯蔵または輸送中の早期の潰れを防止
するために、保持部材に一時的な維持手段を供給するのが好ましい。そのような維持手段
は、スリットチューブの重なり部分を貫通して固定するピン、またはチューブの一方また
は両方の端部にあるインサートを含んでいてよい。そして、維持手段の除去により、弾性
状スリーブの回復力の作用によりチューブの潰れを生じさせるように設計されるか、ある
いは、外部からの径方向の力を加えることにより潰れを生じさせる。別の形態では、イン
サートは、円形の保持部材の中に入る非円形、例えば楕円形の形状であってよく、これに
より、インサートの回転が、保持部材の潰れを発生させ得る。
インサートを使用する１つの形態において、安全レールの形状の維持手段を用いる。この
安全レールは、インサートと協働するような形状にされており、安全レールが所定位置に
ある場合、重なり合うような保持チューブの縁部の反りを実質的の防止し、従って保持部
材の早期の潰れを実質的に防止する。インサートを使用する他の形態では、除去可能部材
が含まれ、除去可能部材は、所定位置にある場合、重なり合うような保持部材の縁部の反
りを実質的に防止し、従って保持部材の早期の潰れを実質的に防止するように、インサー
トの形状を変える。
弾性状スリーブは、基材周囲に潰れた後、保持部材の末端を超えて延びるのが望ましく、
また、そのようなアレンジメントでは、弾性状スリーブの末端は、自体の上に折りまたは
巻き返される。このようにして、スリーブの全長を最初に保持することができる。特に末
端が巻き返されずに折り返されている場合、後に基材上へ展開するのを容易にするために
、摩擦減少手段を供給するのが望ましい。摩擦減少手段は、実質的にスリーブに吸収され
ないグリースまたは他の潤滑剤を含んでいてよく、あるいは、折り返し部内側に配置され
た１個またはそれより多いＯ－リングであってよい。あるいは、各折り返し部内にインサ
ートを配置してもよく、このインサートは、保持部材の隣接末端に向かって薄くなるよう
に外表面がテーパ付けされている。別の形態では、弾性状スリーブは、潤滑剤を封入した
二重壁スリーブのような回転式（ revolvable）スリーブであってよい。そのような回転式
スリーブは、ＥＰ－Ａ－０２１０８０７に開示されており、ＲＡＹＶＯＬＶＥ（商標）と
して Raychem社から市販されている。
基材周囲へのアレンジメントの回復を容易にするために、例えば基材が比較的長い場合、
保持部材は、２つまたはそれより多い長手方向に隣接した部分として供給されてよい。あ
るいは、アレンジメントの該保持部材は、異なる形状の保持部材により補足されていてよ
く、そのような補足保持部材は、例えば潰れない環状リングからなっていてよい。好まし
い形態では、該保持部材には、中間に２つの固定環状リングが配置される。該保持部材の
回復は、アレンジメントの中間部分を基材周囲に回復させる径方向の力により行われ、次
いで、末端環状保持部材は取り除かれるが、この環状部材の除去は、弾性状スリーブの潰
された中間部分が環状リングを追い出す傾向により促進される。
アレンジメントは、例えば基材が比較的長い場合、２つまたはそれより多い弾性状スリー
ブを含んでいてよい。スリーブは、長手方向で相互に隣接していてよく、または、保持部
材上で重なっていてもよい。
保持部材は、好ましくはポリマー材料、例えばＰＶＣまたはＡＢＳから作られ、保持部材
には、湿気が透過するのを防止するために、別個の層または一体の層として設けられる金
属被覆層が供給されていてよい。後者の形態では、層は、チューブの潰れを実質的に妨げ
ない程度に十分薄くなければならない。あるいは、保持部材は、実質的に全体が金属、例
えばプレスされた鋼から作られていてよい。
弾性状スリーブは、好ましくは弾性状材料から作られる。
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アレンジメントを潰すのに要する力は、手で加えられるよりも大きくないと考えられる。
本発明に従ったいずれか１つの態様のアレンジメントは、前述のいくつかまたは全ての特
徴を含み得る。
ケーブル接続部へのアレンジメントの典型的な適用において、回復または収縮の程度は、
少なくとも３倍、好ましくは少なくとも４倍であるのが有利である。しかしながら、アレ
ンジメントの内側横方向寸法、例えば直径の最小値は、保持部材が潰れる、例えば一方の
縁部が他方の下へカールする空間を確保しながら、保持部材を基材上へ遊び嵌めできるよ
うな寸法である。いくつかの例では、アレンジメントを例えばケーブル接続部の周囲に適
用しなければならない場合、内側横方向寸法は、最終基材の周囲の単なる遊び嵌めよりも
大きい寸法である必要があるであろう。このような例では、アレンジメントは、ケーブル
の周囲のみならず接続を形成するのに必要な他の要素（例えば絶縁および電気ストレス制
御材料のチューブ状層）の周囲において最終位置の一方の側に、一時的に保存または待機
しなければならないであろう。そのような他の要素は、それ自体回復性、例えば収縮性で
あるので、本発明のアレンジメントは、未回復形態にあるこれら要素の上に適合できるよ
うな膨張寸法を有する必要がある。
あるケーブル接続部は非対称であり、すなわち、内部電気導体間の電気接続部は、ケーブ
ルジャケットのカットバック末端間の中央には位置していない。これは通常のことであり
、接続部スリーブは、電気接続部が（例えばクリンピングにより）形成される間、接続部
の一方の側に待機させられる。そのようなケーブルジョイントの場合、好ましくは本発明
のアレンジメントは、電気接続部に隣接して、保持部材の内部に配置され得る支持部材を
含む。これにより、保持部材が潰された場合に、接続部が長さ方向に沿って実質的に均一
な径方向寸法（例えば、実質的に均一な直径）を有することが確実になる。支持部材は、
好ましくは、ほぼ円筒状である。好ましくは、支持部材は、その開口部からケーブルの末
端を挿入しなくてもケーブル周囲に配置できるように、長さ方向にスリットされている。
支持部材は、好ましくは可撓性であり、好ましくはポリマー材料、例えば天然または合成
ゴムから作られる。最も好ましくは、材料は発砲ポリマー材料である。
さらに別の要旨では、本発明は、長い基材を包囲する方法を提供する。この方法では、径
方向に膨張された形態の外部弾性状スリーブを保持し、長さ方向に延びるスリットを有す
る一般にチューブ状の部材を含んでなる内部保持部材を基材上に配置し、保持部材の径方
向に力を加えて、保持部材を周囲で縮小させ、外部弾性状スリーブの回復力の作用によっ
て基材周囲に保持部材を潰す。
弾性状スリーブは、保持部材よりも長くてよく、スリーブの上に折り返され得、保持部材
が潰された後、スリーブの末端は、基材上に戻され、基材を環境的に封止することができ
る。
好ましくは、この方法で使用されるアレンジメントは、本発明の１つの要旨に従ったもの
である。
基材を包囲するためのアレンジメントおよび方法を、添付図面を参照して説明する。
図１は、膨張形態にある、アレンジメントの第１の態様の長手断面図である。
図２は、図１のアレンジメントの側面図である。
図３は、潰れた状態の図２のアレンジメントの側面図である。
図４は、電力ケーブル接続部の上の潰された図１のアレンジメントの概略断面図である。
図５ａは、アレンジメントの保持部材の第２の態様の断面図である。
図５ｂは、図５ａの保持部材の部分拡大図である。
図６ａおよび図６ｂは、図５ａおよび図５ｂの保持部材の早期潰れを防止する安全機構の
別の配列を示す断面図である。
図７および図８は、アレンジメントの保持部材の第３の態様の側面図である。
図９は、図７および図８の態様の変形例である。
図１０は、アレンジメントの第４の態様の断面図である。
図１１～１３は、アレンジメントの第５の態様の上半分の断面図である。
図１４～１７は、アレンジメントのスリーブの変形例の概略断面図である。
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図１８は、アレンジメントの保持部材の別の変形例の部分断面図である。
図１９は、アレンジメントの保持部材のさらに別の態様の一端の断面図である。
図２０は、アレンジメントの維持部材を示す図である。
図２１は、アレンジメントの保持部材上に装着された場合の図２０の維持部材の部分断面
図である。
図２２は、アレンジメントの保持部材の他の態様の部分断面図である。
図２３は、保持部材の内部で電気接続部に隣接して配置された支持部材を含む本発明のア
レンジメントにより包囲された非対称ケーブル接続部を示す図である。
図１～３を参照すると、ケーブル接続部の外部包囲体を製造するためのアレンジメント２
は、弾性状円筒チューブ状外部スリーブ４を有し、このスリーブ４は、ポリマー製円筒チ
ューブ状保持部材６の上に装着されることにより弛緩した直径の３倍に径方向に延伸され
た状態に保持されている。保持部材６は、その全長にわたって軸に平行に延びている長さ
方向スリット８を有している。スリット８は、図２に示すように、保持部材６の軸に対し
てある角度で保持部材の壁を径方向に完全に横切っている。図１に示すように、スリーブ
４は保持部材６より長く、スリーブの末端１０は、スリーブの全長が保持部材６により保
持されるように、折り返されている。アレンジメント２は、ほぼ円筒状の基材１４上に遊
び嵌めで装着されている。
基材上へアレンジメント２を潰すには、通常スリット８の近くで径方向内側向きに力Ｆを
加え、図３に示すように、スリット縁部を互いに滑らせて、保持部材６を自体重なり合う
ようにカールさせる。スリット８の縁部が外れると、スリーブ４をその末延伸直径へと回
復させるように働くスリーブ４内の力は、保持部材６が基材１４に接続するまで保持部材
６を基材１４の周囲で押し付けるように作用する。この態様では、保持部材６の剛直さは
、収縮するスリーブ４が保持部材を基材１４上まで押し付けることができる程度である。
図４は、２本の電力ケーブル１８間の接続部の周囲に回復されたアレンジメント２を示し
ている。ケーブル接続部は、模式的に描かれており、保持部材６は、ケーブルスクリーン
２２の上へ延びる内部ジョイント領域２０の上に潰されている。弾性状スリーブ４の末端
１０は展開されて、各ケーブル１８のジャケット上にあって、ジャケットに対して環境封
止を形成する。後者の場合、感圧接着剤またはマスチックのストリップを、スリーブ末端
１０とケーブルジャケットとの間にはさんでおいてもよい。
図５ａには、保持部材３０の１つの態様で示されており、この態様では、インサート３２
がチューブのスリットに供給されている。インサート３２は、一般にｈ字形状をしており
、チューブ３０の一縁部がその中に維持されている。図５ｂは、インサート３２の近傍領
域での図５ａの保持部材の拡大図である。保持部材３０の潰れを促進するためには、保持
部材３０の外表面に接触しているインサート３２の内側半径Ｒは、図示しているように、
接している保持部材表面の外半径Ｒ’よりも小さいのが好ましい。このようにすると、イ
ンサート３２は、保持部材３０の接触縁部を内側へ押しやり、潰すための力Ｆを加えると
保持部材の維持縁部の下へカールするように偏向させる。
図６ａ及び図６ｂは、図５ａ及び図５ｂの態様の変形例を示す。この例では、維持部材は
、貯蔵中および所定位置で潰すための力Ｆが加えられる前の両方において保持部材スリー
ブの早期の装着を防止するのに使用される。
図６ａにおいて、安全レール３５は、保持部材チューブ３０およびｈ字状インサート（こ
こでは３２’）と共に使用されている。ｈ字状インサート３２’は、変形形状であり、ｈ
字の上部縦線部分から延び内側に突出した隆起部３３を有している。協働する安全レール
３５を含む維持部材は、チャンネル状領域３７を有しており、このチャンネル状領域は、
ｈ字状インサート３２’の隆起３３の上を長さ方向に滑ることができる。安全レール３５
は、ｈ字状インサート３２’と協働するように滑らせて装着する。一旦安全レール３５が
所定位置に配置されると、保持部材チューブ３０の隣接縁部の一方が、ｈ字状インサート
３２’の上部縦線部分の内側に向いた表面に対して実質的に接触するように保持され、保
持部材チューブ３０の隣接縁部の他方の下にカールして潜り込むのが実質的に防止される
。装着が必要な場合、安全レール３５を滑らせて引き抜く。次いで、潰すための力Ｆが加
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えらえて、保持部材チューブ３０の隣接縁部が、上記のように相互に重なり合うようにカ
ールする。
図６ｂは、早期の装着を防止するための別の安全機構を示す。この態様では、楔３９の形
状の維持部材が含まれ、ｈ字状インサート１０の内側に延びた脚部と保持部材チューブ１
０の縁部の内表面との間に配置されている。これにより、インサート３２の角度θ（図参
照）が増し、保持部材３０の隣接縁部が相互に重なり合うようにカールするのが非常に困
難になる。楔３９は、貯蔵中、および配置後装着前には、その位置に置かれる。装着が必
要となった場合、楔３９は簡単に除去される。これにより、側面の角度θが小さくなり、
潰すための力Ｆが加えると、縁部３０が、上述のように相互に重なり合うようにカールす
る。
図７、図８および図９に、別の態様の保持部材４０の（扇形）部分を示す。これらの図に
おいて、保持部材は、３つの近接したスリット４２、４４および４６を有するように形成
され、スリットそれぞれは、保持部材４０の全長にわたって延びているが、壁の厚さ方向
には部分的にしか延びていない。外側スリット４２および４６は、保持部材４０の外表面
に開いており、中間スリット４４は、保持部材４０の内表面に開いている。潰すための力
Ｆを加えると、図７に示すように、一点鎖線で示す位置まで保持部材は変形する。続けて
加えた潰すための力Ｆおよび／または（図８に示す）弾性状スリーブ４８の回復力により
、保持部材４０はさらに潰され、スリット４４のところで折れ曲がり、保持部材は自体の
上へカールするので保持部材４０の隣接縁部は相互に重なり合って滑り込む。保持部材４
０の早期の回復を防止するために、場合により保持部材４０の壁全体を貫通して延びてい
てよい中間スリット４４ａを跨ぐように接着テープ５０を貼り付けてよい。（図９）。保
持部材４０を潰す際に、接着テープは滑り落ちるように配置されており、包囲された基材
上への保持手段４０の潰れおよびカールが可能になる。
図１０は、変形例の包囲アレンジメント５６を示しており、この例では、単一の弾性状ス
リーブ５８が、長さ方向に隣接した関係で配置された３つの保持部材６の上に、延伸され
た状態で保持されている。アレンジメント５６が特に有用なのは、基材が比較的長くて、
単一の保持部材を用いれば貯蔵および／または輸送中に全長にわたって完全に保持するこ
とが困難であると思われる危険性がある場合である。基材周囲にアレンジメント５６を適
用する場合、両側の保持部材より前に、中間保持部材６が最初に解放（リリース）されて
潰される。
図１１～１３は、本発明の包囲アレンジメントの別の変形例を示す。このアレンジメント
５９では、第１保持部材６０は、既に説明した種類の潰すことができる保持部材である。
加えて、保持部材６０と同じ直径の堅い環状リング６２が、保持部材６０の各端部に隣接
して配置されており、外側弾性状スリーブ６４は、径方向に延伸された状態で、３つの保
持部材６０、６２，６２により保持されている。チューブ状であってよい、または好まし
くは１つまたはそれより多いストリップからなっていてよい銅ブレード６６が、中間保持
手段６０と弾性状スリーブ６４との間に配列され、末端保持部材６２の内部を通り、その
後、スリーブ６４の折り返し末端の外側面上に折り返される。図１１に示すように、この
アレンジメントは、プラスチック材料の弾性状チューブブレード６８も有しており、この
ブレード６８は、アッセンブリを製造する際に延伸されたスリーブ６４を保持部材上へ装
着するのを容易にする。アレンジメント５９は、回復する前の、模式的に示したケーブル
ジョイント７０を包囲した状態で示されている。銅ブレード６６は、最初折り曲げられて
おらず、一点鎖線で示す位置に配置され、各端部でロールスプリングクランプ７２により
それぞれのケーブルシールドに固定される。アレンジメント５９の回復における第１ステ
ップとして、力Ｆが中間の潰れる保持部材６０に加えられ、図１２に示すように、ジョイ
ント７０の周囲で保持部材６０はカールさせられる。末端固定環状保持部材６２は、次い
で、簡単に除去され廃棄されて、図１３に示すように、弾性状スリーブ６４の末端部分が
ケーブルジョイント７０上に向けて展開され、それぞれのケーブルジャケット（図示せず
）を封止する。
アレンジメントの弾性状スリーブの末端がそれ自体の上へ折り返された場合、基材上への
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展開は、摩擦減少手段を用いることにより促進される。図１４は、末端で折り返され、各
折り返し部の中に３つのＯ－リング８２が閉じ込められている弾性状スリーブ８０を模式
的に示している。Ｏ－リングに替えて、図１５に８４で示すようなテーパ状インサートを
、折り返し部の中に供給してもよい。図１４または図１５に示した要素に加えてまたは代
えて、スリーブ８０の展開を促進するために、グリースのような潤滑剤を折り返し部の中
に供給してもよい。
ある種の応用では、単一の外側弾性状スリーブの使用ができなくなるほど、基材が長いこ
とがある。その場合、図１６に模式的に示すように、１対のスリーブ８６を供給すること
ができる。別の例では、図１７に装着されたアレンジメントが示されているが、この例で
は、２つのスリーブ８７が保持部材の中間領域で相互に重なり合っている。
記載しているアレンジメントの弾性状スリーブは、簡単な単層スリーブであってよいが、
スリーブは、中間に潤滑剤を含む２重層スリーブであってもよい。そのようなスリーブは
、ＲＡＹＶＯＬＶＥ（商標）として Raychem社から販売されている。
先に説明したように、いくつかの例では、保持部材を膨張された状態に積極的に保つのが
望ましい。図１８は、これを達成するためのアレンジメントの１つの態様を示している。
この態様では、保持部材９０の隣接縁部は、延伸された状態で重ね合わせられ、ピン９２
である維持手段によりその状態に保たれる。ピン９２は、回復力Ｆの作用により折れるほ
どの弱さであってよい。あるいは、ピン９２は、アレンジメントの装着時に容易に抜ける
ように、外側弾性状スリーブの一方または各末端を越えて供給されていてよい。別の一時
的維持手段を図１９に示す。この例では、潰すことができる保持部材９４は、部材の一方
またはそれぞれの端部に装着された除去可能な栓９６の形の維持手段を有している。図２
０に示すさらに別の例では、フォーク９８の形の維持手段は、３つの先端部１００、１０
２、１０４を有し、これらは、保持部材１０６の一方または各端部の内表面および外表面
上で交互に長さ方向へ延びるように配列されている。
アレンジメントの他の例では、図２２に示すように、保持部材１１０の（扇形）部分に、
インサートまたはキーパー１１２が、全長にわたって完全に延びるように、スリットに装
備される。インサート１１２の部分に径方向内側へ圧力を加えると、インサートは保持部
材１１０の内部へ外れ、そうすると、保持部材１１０は、前述のように、潰れる。
図２３は、非対称ケーブルジョイント、すなわち、内部電気導体１１３間の電気接続部１
１４がケーブルジャケット１１５のカットバック末端間の中央に位置していないジョイン
トを示す。図示した態様では、本発明のアレンジメントは、保持部材３０の内側に配置さ
れた支持部材１１６を、電気接続部１１４に隣接して含んでおり、これにより、保持部材
が潰れた場合、長さに沿って実質的に均一な直径を有することが確実になる。支持部材１
１６は、一般に円筒状（例えばチューブ）であり、その開口部からケーブルの末端を挿入
しなくてもケーブル周囲に配置できるように、長さ方向にスリットされている。支持部材
も可撓性であり、好ましくはポリマー材料、例えば天然または合成ゴムから作られる。最
も好ましくは、材料は発砲ポリマー材料である。
また、図２３に示すように、シール１２２（例えば、マスチックまたはゲルシーラント）
がケーブルジャケット１１５上に配置されており、保持部材が潰れ、スリーブが潰れた保
持部材およびカットバックされたケーブルジャケット末端の周囲に回復した時、スリーブ
６４で封止する。１２０でクリンプされているケーブルシールドワイヤ１１８も、図示さ
れている。
本発明の包囲アレンジメントの態様において、潰れを生じさせるのに必要な力Ｆは、人の
手により加えられるような力である。
本発明に従ったいずれか１つのアレンジメントにおいて、先に記載した態様について開示
した特徴のいずれかまたは全てを適切に組み合わせることができると、理解すべきである
。
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